
第１０回 スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 事項書 

 

 

令和４年７月１１日(月) 

６０１特別委員会室 

 

 

１ 資料閲覧システムの操作体験について 

 

 

 

２ 資料閲覧システムへ登録する議会資料について（案） 

 

 

 

３ 政務活動費管理アプリについて 

 

 

 

４ その他 

 

◆配付資料 

資料１ 資料閲覧システムへ登録する議会資料について（案） 

資料２ 政務活動管理ソフトの概要及び実証実験概要 



資料閲覧システムへ登録する議会資料について（案） 

 

 資料閲覧システムの導入後、配布資料の電子化（議会のペーパーレス化）を目

指していくうえで、対応可能な議会資料から順次、資料閲覧システムへ登録する

必要があります。 

まずは、現在メールで送付している以下の議会資料を資料閲覧システムへ登

録し、その後、議会事務局内、関係部局等と調整し、対応可能な議会資料を順次、

資料閲覧システムへ登録することとします。 

 

 

資料閲覧システム導入後、資料閲覧システムへ登録する議会資料 

・代表者会議資料 

・議会運営委員会資料 

・全員協議会資料 

・執行部説明会資料 

・映写資料 

・スマート議会の在り方プロジェクト会議資料 

 

 

議会事務局が作成する議会資料について、検討 

 

執行部が作成する議会資料について、関係部局等と調整 

 

 

 

 

 その後、対応可能な議会資料を順次、資料閲覧システムへ登録し、配布資料の電

子化（議会のペーパーレス化）を目指していく。 

資料１ 


















